
　　　

移動交番だより 発行 習志野警察署

地域課 移動交番係

０４７－４７４－０１１０2０２5年（令和7年）11月

令和7年１月から９月末まで

交通事故（確定値）
人身事故件数 147件

物件事故件数 2,527件

習志野市内

交通事故＆電話

de詐欺

犯人が最初にかけてくる電話の半数以上に、プラスから始まる国際電話番号

（＋１や＋４４などから始まる番号）が使われています。

また、多くの警察署で使われている電話番号と同じ、末尾が「０１１０」の国際

電話番号による詐欺電話の情報も多く寄せられていますので、プラスから始ま

る国際電話番号の着信には特に気を付けてください。

被害にあわないための一番の方法は、犯人からの

電話に出ないことです。

自宅の固定電話には、国際電話着信ブロックが効

果的です。被害にあう前に取り入れて下さい。

携帯電話については、国際電話番号や知らない番

号からの着信には出ないでください。

受付期間 令和７年１１月１８日（火）から令和７年１２月２２日（月）まで

第１次試験

・教養試験 令和８年１月１７日（土）

・SPI３ 令和８年１月６日（火）から令和８年１月１８日（日）まで
＊試験方式は教養試験とSPI3の選択制とし、併願は不可となります

採用予定人数など詳しくは、受験案内もしくは

千葉県警察ホームページをご覧ください。

令和８年４月１日

改正道路交通法施行

１６歳以上の自転車運転者の

交通違反が対象となります。

・指定場所一時不停止

一時停止の道路標識がある交差点では、

停止線の直前で一時停止しなければなりま

せん。

・信号無視

信号機の表示する信号又は警察官の手

信号等に従わなければなりません。

・ながら運転

スマートフォンや傘などを手に保持して運

転する行為や周囲の音が聞こえないような

音量でのヘッドフォン等の使用をしてはいけ

ません。

・通行区分違反
自転車は、原則車道を通行しなければな

りません。

また、車道を通行する場合は、道路左側

端を走行しなければなりません。

電話de詐欺被害（暫定値）

件数 53件

被害額 約2億6977万円
(10/3現在）


